
頁 項目

3 第１編　第１章 「請負者」 「受注者」

総則　～

8 第１編　第１章

総則

第１節　総則

12 第１編　第１章

総則

第１節　総則

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

コリンズ登録について、完成後、土・日祝日の記載を追加。

工事請負契約約款の改正に伴うもの。

なお、当面は「請負者」を「受注者」に読み替えて運用のこと。

工事の一時中止について、「基本計画書」を「変更施工計画書」に記載す

ることに内容を変更。

1 平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

13 第１編　第１章

総則

第１節　総則

26 第１編　第１章

総則

第１節　総則

工事完成検査の書類簡素化のため補足の記載を追加。

工期の変更については、「協議書の提出」する行為から「協議すること」に

記載内容を変更。

2 平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

27 第１編　第１章

総則

第１節　総則

28 第１編　第１章

総則

第１節　総則

31 第１編　第１章

総則

第１節　総則

33 第１編　第１章

総則

第１節　総則

検査立会いについての記載表現を修正。

部分使用に伴う、検査についての記載改正。

（担当外の課長や専門技術管理員等が検査を行えるように改正）

国土交通省からの通達文の訂正

国からの通達文の訂正

3 平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

35 第１編　第１章

総則

第１節　総則 －

36 第１編　第１章

総則

第１節　総則

軽油を使用する特殊車両についての記載を追加

国土交通省からの通達文の訂正

4 平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

38 第１編　第１章

総則

第１節　総則

40 第１編　第１章

総則

第１節　総則

国土交通省からの通達文の訂正

制定年表示から 新改正年表示に変更

5 平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

41 第１編　第１章

総則

第１節　総則

制定年表示から 新改正年表示に変更

6 平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

42 第１編　第１章

総則

第１節　総則

制定年表示から 新改正年表示に変更

7 平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

43 第１編　第１章

総則

第１節　総則

制定年表示から 新改正年表示に変更

8 平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

52 第１編　第２章

土工

57 第１編　第２章

土工

59 第１編　第２章

土工

第３節　河川土
工・海岸土工・
砂防土工

第２節　適用す
べき諸基準

第３節　河川土
工・海岸土工・
砂防土工

適用すべき諸基準との整合のため変更

適用すべき諸基準との整合のため変更

適用すべき諸基準との整合のため変更

9 平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

66 第１編　第２章

土工

71 第１編　第３章

第４節　道路土
工

無筋、鉄筋コン
クリート

第３節　レ
ディーミクスト
コンクリート

適用すべき諸基準との整合のため変更

生コンの品質確保のため、コンクリート標準示方書等の諸基準に準拠した

10 平成23年10月1日改正



頁 項目
72 第１編　第３章

83 第１編　第３章

11

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

無筋、鉄筋コン
クリート

第３節　レ
ディーミクスト
コンクリート

無筋、鉄筋コン
クリート

第３節　レ
ディーミクスト
コンクリート

ＪＩＳマーク表示のコンクリートに係る記載を変更。

書類簡素化による見直し。

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

84 第１編　第３章

３. 請負者は, 鉄筋の継手に圧接継手, 溶接継手または機械式継手を用いる場

　合には, 鉄筋の種類, 直径及び施工箇所に応じた施工方法を選び, その品質

　を証明する資料を整備および保管し、監督員または検査員からの請求があった

　場合は速やかに提示しなければならない。

85 第１編　第３章

３－７－６ ガス圧接

１. 圧接工は, JIS Z 3881 (鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び

　判定基準) に定められた試験の種類のうち, その作業に該当する試験の技量

　を有する技術者でなければならない｡また, 自動ガス圧接装置を取り扱う者

　は, JIS G 3112 (鉄筋コンクリート用棒鋼) に規定する棒鋼を酸素･アセチ

　レン炎により圧接する技量を有する技術者でなければならない｡

　　なお, ガス圧接の施工方法は, 熱間押し抜き法とする場合は, 監督員の承

　諾を得るものとする｡

　また、圧接工の技量の確認に関して、監督員または検査員から請求があった

　場合は、資格証明書等を速やかに提示しなければならない。

12

無筋、鉄筋コン
クリート

第３節　レ
ディーミクスト
コンクリート

無筋、鉄筋コン
クリート

第３節　レ
ディーミクスト
コンクリート

書類簡素化による見直し。

書類簡素化による見直し。

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

103 第２編　第１章

一般事項 第２節　工事材料の品質及び確認

　１．請負者は、工事に使用した材料の品質を証明する、試験成績表、性能試験

　　結果、ミルシート等の品質規格証明書を受注者の責任において整備、保管し

　　、監督員または検査員の請求があった場合は速やかに提示しなければなら

　　ない。なお、設計図書で提出を定められているものについては、監督員へ

　　提出しなければならない。

　　　また、ＪＩＳ規格品のうちＪＩＳマーク表示が認証されＪＩＳマーク

　　表示がされている材料・製品等（以下、「ＪＩＳマーク表示品」という）

　　については、ＪＩＳマーク表示状態を示す写真等確認資料の提示に替える

　　ことができる。

　　ただし, コンクリート二次製品のうち, 福島県土木部の認定製品を使用す

　　る場合は, 施工計画書に各工場名を記載し, 監督員に提出すればよいものと

　　する｡

　２. 請負者は, 設計図書において確認を受けることとしている工事材料につい

　　て, 請負者の責任においてその外観及び品質証明書等を照合して確認した資

　　料を事前に監督員に提出し確認を受けなければならない｡

　３. 請負者は, 設計図書において試験を行うこととしている工事材料について,

　　JISまたは設計図書で指示する方法により試験を実施しその結果を監督員に

　　提出しなければならない。

　　なお、ＪＩＳマーク表示品については試験を省略できる。

　４. 請負者は、設計図書において指定された工事材料について、見本または

　　品質を証明する資料を工事材料を使用するまでに監督員に提出しなければ

　　ならない。

　　なお、ＪＩＳマーク表示品については、ＪＩＳマーク表示状態の確認とし

　　見本または品質を証明する資料の提出は省略できる。

13

第２節　工事材
料の品質及び確
認

書類簡素化による見直し。

工事材料の品質資料は受注者が保管し、請求があった場合は提出する。

ＪＩＳマーク表示品については、試験・見本の提出を省略できるものとした。

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

104 第２編　第１章

一般事項 ７．請負者は、第１節でいう同等以上の品質を有するものとして、海外の建設

　資材を用いる場合は、海外建設資材品質審査・証明事業実施機関が発行する
－ 　海外建設資材品質審査証明書（以下「海外建設資材品質審査証明書」という。）

　を材料の品質を証明する資料とすることができる。

　なお、ＪＩＳ規格が定まっている建設資材のうち、海外のJISマーク表示認証

　工場以外で生産された建設資材を使用する場合は、海外建設資材品質審査

　証明書を監督員に提出するものとする。また、ＪＩＳ認証外の製品として

　生産・納入されている建設資材については、海外建設資材品質審査証明書

　あるいは、日本国内の公的機関で実施した試験結果資料を監督員に提出しな

　ければならない。

137 第２編　第２章

土木工事材料 ４. 請負者は, 道路標識の支柱のさび止め塗料もしくは, 下塗塗料については

　以下の規格に適合したものとする｡
第１１節　塗料 　　JIS K 5621 (一般用さび止めペイント)

　　JIS K 5622 (鉛丹さび止めペイント)

　　JIS K 5623 (亜酸化鉛さび止めペイント)

　　JIS K 5624 (塩基性クロム酸鉛さび止めペイント)

　　JIS K 5625 (シアナミド鉛さび止めペイント)

　　JIS K 5627 (ジンクロメートさび止めペイント)

　　JIS K 5628 (鉛酸ジンクロメートさび止めペイント)

　　JIS K 5674 (鉛・クロムフリーさび止めペイント)

14

第２節　工事材
料の品質及び確
認

海外の建設資材の品質証明についての記載を追加

ＪＩＳ基準との整合のため

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

138 第２編　第２章

土木工事材料 (1) 標識板

　JIS G 3131 (熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)

　JIS G 3141 (冷間圧延鋼板及び鋼帯)

　JIS K 6744 (ポリ塩化ビニル被覆金属板)

　JIS H 4000 (アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条)

　JIS K 6718-1 (プラスチック－メタクリル樹脂板－タイプ、寸法及び特性

　　　　　　　　－第１部：キャスト板)

　JIS K 6718-2 (プラスチック－メタクリル樹脂板－タイプ、寸法及び特性

　　　　　　　　－第２部：押出板)

　ガラス繊維強化プラスチック板(Ｆ. Ｒ. Ｐ)

149 第３編　第１章

一般施工

15

第１２節　道路
標識及び区画線

第２節　適用す
べき諸基準

ＪＩＳ基準との整合のため

適用すべき諸基準との整合のため変更

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

150 第３編　第１章

一般施工

16

第２節　適用す
べき諸基準

適用すべき諸基準との整合のため変更

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

159 第３編　第１章

一般施工 １－３－７ 植生工

１. 種子散布は、主にトラック搭載型のハイドロシーダーと呼ばれる吹付機械

を使用して、多量の用水を加えた低粘度スラリー状の材料を厚さ１cm未満に

散布するものとする。客土吹付は、主にポンプを用いて高粘度スラリー状の

材料を厚さ１～３cmに吹付けるものとする。植生基材吹付工は、ポンプまたは

モルタルガンを用いて植生基材（土、木質繊維等）、有機基材（バーク堆肥、

ピートモス等）等を厚さ3～10cmに吹付けるものとする。

161 第３編　第１章

一般施工 12. 種子散布吹付工及び客土散布工の施工については, 以下の各号の規定によ

るものとする｡

(1) 種子散布に着手する前に, 法面の土壌硬度試験及び土壌試験(pH) を

行い, その結果をその資料を整備保管し、監督員又は検査員から請求が

あった場合は速やかに提示しなければならない。

172 第３編　第１章

一般施工

17

第３節　共通的
工種

第３節　共通的
工種

第３節　共通的
工種

適用すべき諸基準との整合のため変更

適用すべき諸基準との整合のため変更

書類簡素化による見直し。

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

192 第３編　第１章

一般施工 (3) 鋼管杭及びH鋼杭の溶接に従事する溶接工は資格証明書を常携し、監督員

が資格証明書の提示を求めた場合は、これに応じなければならない。

なお、受注者は、溶接工の作業従事者の名簿を施工計画書に記載しなけれ

ばならない。

201 第３編　第１章

一般施工 (3)請負者は, 鋼管矢板の溶接に従事する溶接工の資格証明書の写しを監督 (3) 鋼管矢板の溶接に従事する溶接工は資格証明書を常携し、監督員が資格
　員に提出しなければならない｡また溶接工は資格証明書を常携し, 監督員 証明書の提示を求めた場合は、これに応じなければならない。なお、受注
　が資格証明書の提示を求めた場合は, これに応じなければならない｡ 者は、溶接工の作業従事者の名簿を施工計画書に記載しなければならない。

205 第３編　第１章

一般施工 ６. 受注者は, コンクリートブロック工の練積みまたは練張りの施工にあたり, 
－ 間仕切コンクリートを設ける場合は, コンクリートの 低幅を10cm以上確保

しなければならない。
７. 請負者は, コンクリートブロック工の練積における裏込めコンクリートは,

設計図書に示す厚さを背面に確保するために, 裏型枠を設けて打設しなけれ

ばならない｡ただし, コンクリート打設した後に, 裏型枠を抜き取り, 隙間

を埋めておかなければならない｡なお, これにより難い場合は, 設計図書に

関して監督員と協議しなければならない｡
８. 請負者は, コンクリートブロック工の練積みまたは練張りにおける伸縮目

地, 水抜き孔などの施工にあたり, 施工位置については設計図書に従って施

工しなければならない｡

９. 請負者は, コンクリートブロック工の練積みまたは練張りにおける合端の

施工にあたり, 監督員の承諾を得なければ, モルタル目地を塗ってはならな

18

第４節　基礎工

第５節　石・ブ
ロック積（張）
工

第４節　基礎工

書類簡素化による見直し。

書類簡素化による見直し。

適用すべき諸基準との整合のため変更

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

218 第３編　第１章

一般施工 (2) 請負者は, 粒状路盤の敷均しにあたり, 材料の分離に注意しながら, １ (2) 請負者は, 粒状路盤の敷均しにあたり, 材料の分離に注意しながら, 

　層の仕上がり厚さで20㎝を超えないように均一に敷均さなければならない｡ 　所定の品質が得られるよう1層の仕上がり厚さで20㎝以下を目安とし、

　敷均さなければならない｡

219 第３編　第１章

一般施工 (3) 請負者は, 粒度調整路盤材の敷均しにあたり, 材料の分離に注意し, 一 (3) 請負者は, 粒度調整路盤材の敷均しにあたり, 材料の分離に注意し, 

層の仕上がり厚が15㎝以下を標準とし, 敷均さなければならない｡ 　所定の品質が得られるよう1層の仕上がり厚が15㎝以下を目安とし,

　敷均さなければならない｡

246 第３編　第１章

一般施工 ９. 請負者は, 薬液注入工における施工管理等については, 薬液注入工事に係

わる施工管理等について(建設省通達) の規定による｡なお、受注者は、注入

の効果の確認が判定できる資料を作成し、監督員または検査員の請求があっ

た場合は速やかに提示しなければならない。

19

第６節　一般舗
装工

第６節　一般舗
装工

第７節　地盤改
良工

適用すべき諸基準との整合のため変更

適用すべき諸基準との整合のため変更

書類簡素化による見直し。

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

265 第４編　第１章

道路改良

267 第４編　第１章

道路改良 ２. 請負者は, 法面の施工にあたって, 道路土工－切土工・斜面安定工指針

のり面工編、斜面安定工編、道路土工―盛土工指針　５－６　盛土

のり面の施工、 のり枠工の設計・施工指針第５章施工, グラウンドアン

カー設計・施工基準, 同解説第７章施工の規定によらなければならない｡

これ以外の施工方法による場合は, 施工前に監督員の承諾を得なければな

らない｡

20

第２節　適用す
べき諸基準

第４節　法面工

適用すべき諸基準との整合のため変更

適用すべき諸基準との整合のため変更

平成23年10月1日改正



頁 項目
267 第４編　第１章

道路改良 １－４－６ アンカー工

１. 請負者は, アンカー工の施工に際しては, 工事着手前に法面の安定, 地盤
第４節　法面工 の状況, 地中障害物, 湧水を調査しなければならない｡

２. 請負者は, 本条１項の調査を行った結果, 異常を発見し設計図書に示された

施工条件と一致しない場合は、速やかに監督員に協議しなければならない。

272 第４編　第１章

道路改良 第７節　カルバート工

１－７－１ 一般事項

１. 本節は, カルバート工として作業土工, 既製杭工, 場所打杭工, 場所打函

渠工, プレキャストカルバート工, 防水工その他これらに類する工種につい

て定めるものとする｡

２. 請負者は, カルバートの施工にあたっては, 道路土工－カルバート工指針

７－１基本方針、道路土工要綱　２－７排水施設の施工の規定による。

これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。

３. 本節でいうカルバートとは, 地中に埋設された鉄筋コンクリート製ボック

スカルバート及びパイプカルバート(遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム

管), プレストレストコンクリート管(PC管)) をいうものとする｡

１－７－２ 材料

請負者は, プレキャストカルバート工の施工に使用する材料は, 設計図書に

よるものとするが記載なき場合, 道路土工－カルバート工指針４－４　使用材料、

４－５　許容応力度の規定による。

これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。

21

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

第７節　カル
バート工

変更設計にかかわることなので、協議することを記載。

適用すべき諸基準との整合のため変更

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

273 第４編　第１章

道路改良 ３. 請負者は, プレキャストボックスカルバートの縦締め施工については, 道

路土工－カルバート工指針７－２（２）２）敷設工（日本道路協会、平成

２２年３月）の規定による。

274 第４編　第１章

道路改良 ２. 請負者は, 排水構造物工(小型水路工) の施工にあたっては, 道路土工要綱

２－７排水施設の施工の規定による。

　これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。

280 第４編　第２章

舗装

22

第２節　適用す
べき諸基準

第７節　カル
バート工

第８節　排水構
造物工（小型水
路工）

適用すべき諸基準との整合のため変更

適用すべき諸基準との整合のため変更

適用すべき諸基準との整合のため変更

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

295 第４編　第２章

舗装 ２. 排水構造物工(路面排水工) の施工については、道路土工要領の排水施設

の施工の規定及び本編２－５－３側溝工、２－５－５集水桝（街渠桝）・

マンホール工の規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を

得なければならない。

296 第４編　第２章

舗装 ３. 請負者は, 縁石工の施工にあたって、道路土工－盛土工指針の施工の規定

による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。
第５節　縁石工

297 第４編　第２章

舗装 ３. 請負者は, 踏掛版工の施工については、道路土工－盛土工指針の踏掛版

及び施工の規定による。

298 第４編　第２章

舗装 ３. 請負者は, 防護柵工の施工にあたって, 防護柵の設置基準・同解説４－１.

施工の規定, 道路土工要綱　第５章施工計画の規定および第３編１－３－１１

路側防護柵工、１－３－１０防止柵工の規定による。

　これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。

23

第６節　踏掛版
工

第７節　防護柵
工

第４節　排水構
造物工（路面排
水工）

適用すべき諸基準との整合のため変更

適用すべき諸基準との整合のため変更

適用すべき諸基準との整合のため変更

適用すべき諸基準との整合のため変更

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

299 第４編　第２章

舗装 第８節　標識工

２－８－１ 一般事項
第８節　標識工 １. 本節は, 標識工として小型標識工, 大型標識工その他これらに類する工種

について定めるものとする｡

２. 請負者は, 設計図書により標識を設置しなければならないが, 障害物があ

る場合などは監督員と協議しなければならない｡

３. 請負者は, 標識工の施工にあたって, 道路標識設置基準・同解説第４章基

礎及び施工の規定、道路土工要綱　第５章施工計画の規定、第３編１－３－９

小型標識工、１－３－３作業土工の規定、１－10－５土留・仮締切工の規定、

及び道路標識ハンドブックによる。

これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。

２－８－２ 材料

１. 標識工で使用する標識の品質規格については, 第２編２－12－１道路標識

の規定によるものとする｡

２. 標識工に使用する錆止めペイントは, JIS K 5621 (一般用錆止めペイン

ト) からJIS K 5674 (鉛・クロムフリー錆止めペイント) に適合

するものを用いるものとする｡

300 第４編　第２章

舗装 ３. 請負者は, 区画線工の施工にあたって, 道路標識・区画線及び道路表示に

関する命令, 道路土工要綱　第５章施工計画の規定, 第３編１－３－12区画

線工の規定による｡

これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。

24

第９節　区画線
工

適用すべき諸基準との整合のため変更

適用すべき諸基準との整合のため変更

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

301 第４編　第２章

舗装 ３. 請負者は, 道路植栽工の施工については, 道路緑化技術基準・同解説第４

章設計・施工の規定, 道路土工要綱の規定, 本編２－10－２道路植栽工の

規定による。これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。

305 第４編　第２章

舗装 説第５章の施工の規定, 道路照明施設設置基準・同解説第７章設計及び施工

の規定, 道路土工要綱の規定, 道路反射鏡設置指針第２章設置方法の規定

及び第５章施工の規定, ３－３－13道路付属物工の規定, 本編２－11－３

境界工, ２－11－５ケーブル配管工及び２－11－６照明工の規定による。

　これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。

308 第４編　第３章

橋梁下部

25

第10節　道路植
栽工

第11節　道路付
属施設工

第２節　適用す
べき諸基準

適用すべき諸基準との整合のため変更

適用すべき諸基準との整合のため変更

適用すべき諸基準との整合のため変更

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

308 第４編　第３章

橋梁下部 ２. 請負者は, 製作に着手する前に, 原寸, 工作, 溶接, 仮組立に関する事項を

施工計画書へ記載しなければならない｡なお, 設計図書に示されている場

合または設計図書に関して監督員の承諾を得た場合は, 上記項目の全部また

は一部を省略することができるものとする｡

322 第４編　第４章

鋼橋上部 ４－３－２ 材料

１. 受注者は、鋼材の材料について、第２編第１章一般事項の規定により材料

確認を行わなければならない。なお、確認にあたり鋼材にＪＩＳマーク表示

のないもの（ＪＩＳマーク表示認証を受けていないもの、ＪＩＳマーク表示品

であってもマーク表示の確認ができないものも含む）については下記による

ものとする。

①　鋼材に製造ロット番号等が記され、かつ、これに対応するミルシート等

　が添付されているものについては、ミルシート等による品質確認及び現物

　による員数、形状寸法確認によるものとする。なお、ミルシート等とは、

　鋼材の購入条件によりミルシートの原本が得られない場合のミルシート

　の写しも含むものとするが、この場合その写しが当該鋼材と整合している

　ことを保証するものの氏名、捺印及び日付がついているものに限る。

②　鋼材の製造ロット番号等が不明で、ミルシート等との照合が不可能な

　もののうち、主要構造部材として使用する材料については、機械試験に

　よる品質確認及び現物による員数、形状寸法確認による材料確認を行う

　ものとする。なお、機械試験の対象とする材料の選定については監督員

　と協議するものとする。

③　上記以外の材料については、現物による員数、形状寸法確認を行うもの

　とする。

323 １－１．受注者は、鋼材の材料のうち、主要構造部材に使用される鋼材の品質

　　が記されたミルシートについて、工事完成時に提出するものとする。

26

第３節　工場製
作工

第３節　工場製
作工

諸基準との整合のため変更

施工計画書への記載を見直し。（書類の二重提出の防止のため）

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

335 第４編　第４章

鋼橋上部 ４－４－10 支承工

請負者は, 支承工の施工については, 道路橋支承便覧(日本道路協会) 第５

章支承部の施工によらなければならない｡

これによりがたい場合は、監督員の承諾を得なければならない｡

344 第４編　第４章

鋼橋上部 17. 記録 17. 記録

(1) 請負者が, 記録として作成・保管する施工管理写真は, カラー写真とす (1) 請負者が, 記録として作成・保管する施工管理写真は, カラー写真とす

　るものとする｡ るものとする｡

　　また, 監督員の請求があったは場合は, 遅滞なく提示するとともに検査 　また, 監督員の請求があったは場合は, 遅滞なく提示するとともに検査

　時に提出しなければならない｡ 時に提出しなければならない｡

362 第４編　第５章

５－４－６ 支承工 ５－４－６ 支承工

　請負者は, 支承工の施工については, 道路橋支承便覧(日本道路協会) 第５ 請負者は, 支承工の施工については, 道路橋支承便覧(日本道路協会) 第５

章支承部の施工によらなければならない 章支承部の施工によらなければならない

これによりがたい場合は、監督員の承諾を得なければならない｡

364 第４編　第５章

５－５－３ 支承工 ５－５－３ 支承工

　請負者は, 支承工の施工については, 道路橋支承便覧(日本道路協会) 第５ 請負者は, 支承工の施工については, 道路橋支承便覧(日本道路協会) 第５

章支承部の施工によらなければならない 章支承部の施工によらなければならない

これによりがたい場合は、監督員の承諾を得なければならない｡

27

コンクリート橋
上部

第４節　ＰＣ橋
工

コンクリート橋
上部

第５節　プレ
ビーム桁橋工

第４節　鋼橋架
設工

第５節　橋梁現
場塗装

適用すべき諸基準との整合のため変更

適用すべき諸基準との整合のため変更

記録について、写真管理基準と重なるものがあり削除。（二重要求の防止）

適用すべき諸基準との整合のため変更

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

366 第４編　第５章

５－６－３ 支承工 ５－６－３ 支承工

　請負者は, 支承工の施工については, 道路橋支承便覧(日本道路協会) 第５ 請負者は, 支承工の施工については, 道路橋支承便覧(日本道路協会) 第５

章支承部の施工によらなければならない｡ 章支承部の施工によらなければならない｡

これによりがたい場合は、監督員の承諾を得なければならない｡

367 第４編　第５章

４. 請負者は, コンクリート橋の製作工については, 

次の事項を施工計画書に記載しなければならない。

(1) 使用材料(セメント, 骨材, 混和材料, 鋼材等の品質, 数量)

(2) 施工方法(鉄筋工, 型枠工, PC工, コンクリート工等)

(3) 主桁製作設備(機種, 性能, 使用期間等)

(4) 試験ならびに品質管理計画(作業中の管理, 検査等)

～　略　～ ～　略　～

５－７－３ 支承工 ５－７－３ 支承工

　請負者は, 支承工の施工については, 道路橋支承便覧(日本道路協会) 第５ 請負者は, 支承工の施工については, 道路橋支承便覧(日本道路協会) 第５

章支承部の施工によらなければならない｡ 章支承部の施工によらなければならない｡

これによりがたい場合は、監督員の承諾を得なければならない｡

28

コンクリート橋
上部

第６節　ＰＣホ
ロースラブ橋工

コンクリート橋
上部

第７節　ＲＣホ
ロースラブ橋工

適用すべき諸基準との整合のため変更

施工計画書への記載を見直し。（書類の二重提出の防止のため）

適用すべき諸基準との整合のため変更

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

368 第４編　第５章

２. 請負者は, コンクリート橋の製作工については, 

次の事項を施工計画書に記載しなければならない。

(1) 使用材料(セメント, 骨材, 混和材料, 鋼材等の品質, 数量)

(2) 施工方法(鉄筋工, 型枠工, PC工, コンクリート工等)

(3) 主桁製作設備(機種, 性能, 使用期間等)

(4) 試験ならびに品質管理計画(作業中の管理, 検査等)

369 第４編　第５章

４. 請負者は, コンクリート橋の製作工については, 

次の事項を施工計画書に記載しなければならない。

(1) 使用材料(セメント, 骨材, 混和材料, 鋼材等の品質, 数量)

(2) 施工方法(鉄筋工, 型枠工, PC工, コンクリート工等)

(3) 主桁製作設備(機種, 性能, 使用期間等)

(4) 試験ならびに品質管理計画(作業中の管理, 検査等)

370 第４編　第５章

５－９－３ 支承工 ５－９－３ 支承工

　請負者は, 支承工の施工については, 道路橋支承便覧(日本道路協会) 第５ 請負者は, 支承工の施工については, 道路橋支承便覧(日本道路協会) 第５

章支承部の施工によらなければならない｡ 章支承部の施工によらなければならない｡

これによりがたい場合は、監督員の承諾を得なければならない｡

29

コンクリート橋
上部

第８節　ＰＣ版
桁橋工

コンクリート橋
上部

第９節　ＰＣ箱
桁橋工

コンクリート橋
上部

第９節　ＰＣ箱
桁橋工

施工計画書への記載を見直し。（書類の二重提出の防止のため）

施工計画書への記載を見直し。（書類の二重提出の防止のため）

適用すべき諸基準との整合のため変更

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

370 第４編　第５章

４. 請負者は, コンクリート橋の製作工については, 

次の事項を施工計画書に記載しなければならない。

(1) 使用材料(セメント, 骨材, 混和材料, 鋼材等の品質, 数量)

(2) 施工方法(鉄筋工, 型枠工, PC工, コンクリート工等)

(3) 主桁製作設備(機種, 性能, 使用期間等)

(4) 試験ならびに品質管理計画(作業中の管理, 検査等)

371 第４編　第５章

５－10－３ 支承工 ５－10－３ 支承工

　請負者は, 支承工の施工については, 道路橋支承便覧(日本道路協会) 第５ 請負者は, 支承工の施工については, 道路橋支承便覧(日本道路協会) 第５

章支承部の施工によらなければならない｡ 章支承部の施工によらなければならない

これによりがたい場合は、監督員の承諾を得なければならない｡

372 第４編　第５章

４. 請負者は, コンクリート橋の製作工については, 

次の事項を施工計画書に記載しなければならない。

(1) 使用材料(セメント, 骨材, 混和材料, 鋼材等の品質, 数量)

(2) 施工方法(鉄筋工, 型枠工, PC工, コンクリート工等)

(3) 主桁製作設備(機種, 性能, 使用期間等)

(4) 試験ならびに品質管理計画(作業中の管理, 検査等)

30

第10節　ＰＣ片
持ち箱桁橋工

コンクリート橋
上部

第11節　ＰＣ押
出し箱桁橋工

コンクリート橋
上部

第10節　ＰＣ片
持ち箱桁橋工

コンクリート橋
上部

施工計画書への記載を見直し。（書類の二重提出の防止のため）

適用すべき諸基準との整合のため変更

施工計画書への記載を見直し。（書類の二重提出の防止のため）

平成23年10月1日改正



頁 項目
377 第４編　第６章

31

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

トンネル（ＮＡ
ＴＭ）

第２節　適用す
べき諸基準

適用すべき諸基準との整合のため変更

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

396 第４編　第８章

32

コンクリート
シェッド

第２節　適用す
べき諸基準

適用すべき諸基準との整合のため変更

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

403 第４編　第８章

鋼製シェッド

403 第４編　第８章

鋼製シェッド ２. 請負者は, 製作に着手する前に, 原寸, 工作, 溶接等製作に関する事項を

施工計画書へ記載しなければならない｡なお, 設計図書に示されている場合

または設計図書に関して監督員の承諾を得た場合は, 上記項目の全部または

一部を省略することができるものとする｡

426 第４編　第15章

道路維持

33

第２節　適用す
べき諸基準

第２節　適用す
べき諸基準

第３節　工場製
作工

適用すべき諸基準との整合のため変更

適用すべき諸基準との整合のため変更

適用すべき諸基準との整合のため変更

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

428 第４編　第15章

道路維持 15－４－３ 路面切削工

請負者は、設計図書の照査のため、路面切削前に縦横断測量(縦横断図作成
第４節　舗装工 のための測量ではない) を行い, 舗設計画図面を作成し、監督員と協議しなけ

ればならない｡なお、設計図書に縦横断図が無い場合は、監督員と協議しなけ

ればならない｡また、縦横断測量の間隔は設計図書によるものとし, 特に定めて

いない場合は20ｍ間隔とする｡

429 第４編　第15章

道路維持 15－４－５ 切削オーバーレイ工 15－４－５ 切削オーバーレイ工

１. 路面切削工の施工については, 第４編15－４－10路面切削工の規定による １. 路面切削工の施工については, 第４編15－４－３路面切削工の規定による
第４節　舗装工 　ものとする｡ ものとする｡

430 第４編　第15章

道路維持 15－４－６ オーバーレイ工

１. 施工面の整備
第４節　舗装工 (1) 請負者は, 設計図書の照査のため、施工前に, 縦横断測量(縦横断図作成

のための測量ではない) を行い, 舗設計画図面を作成し, 監督員と協議し

なければならない｡なお、設計図書に縦横断図が無い場合は、監督員と協議

しなければならない。

　縦横断測量の間隔は設計図書によるものとする｡特に定めていない場合

は20ｍ間隔とする｡

34

協議事項であるため記載内容を修正

参照する番号の訂正

協議事項であるため記載内容を修正

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

432 第４編　第15章

道路維持 (1) 施工面の整備

① 請負者は, 設計図書の照査のため、施工前に縦横断測量（縦横断図作成
第４節　舗装工 　のための測量ではない) を行い, 舗設計画図面を作成し, 監督員と協議し

　なければならない｡なお、設計図書に縦横断図が無い場合は、監督員と協議

　しなければならない。

　　縦横断測量の間隔は設計図書によるものとする｡特に定めていない場合

合は20ｍ間隔とする｡

435 第４編　第15章

道路維持 15－４－10 アスファルト舗装補修工

１. 請負者は, わだち掘れ補修の施工については, 設計図書の照査のため、
第４節　舗装工 施工前に縦横断測量（縦横断図作成のための測量ではない) を行い,

舗設計画図面を作成し監督員と協議しなければならない｡なお、設計図書に

縦横断図が無い場合は、監督員と協議しなければならない。

なお, 縦横断測量の間隔は設計図書によるものとするが, 特に定めていな

い場合は, 20ｍ間隔とする｡

436 第４編　第15章

道路維持 ８. 路面切削工の施工については, 第４編15－４－３路面切削工の規定による

ものとする｡
第４節　舗装工

35

協議事項であるため記載内容を修正

協議事項であるため記載内容を修正

表現統一のため変更

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

439 第４編　第15章

道路維持 ２. 標識工に使用する錆止めペイントは, JIS K 5621 (一般用錆止めペイン

ト) からJIS K 5674（鉛・クロムフリーさび止めペイント） に適合
第７節　標識工 するものを用いるものとする｡

441 第４編　第15章

道路維持 第11節　カルバート工

15－11－１ 一般事項

１. 本節は, カルバート工として作業土工, 場所打函渠工, プレキャストカル

バート工, 防水工その他これらに類する工種について定めるものとする｡

２. カルバートの施工については, 道路土工－カルバート工指針７－１基本

方針および道路土工要綱　２－６ 構造の排水施設の設計、２－７　排水

施設の施工の規定による。

　これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。

３. 本節でいうカルバートとは, 地中に埋設された鉄筋コンクリート製ボック

スカルバート及びパイプカルバート(遠心力鉄筋コンクリート管(ヒューム

管), プレストレストコンクリート管(PC管)) をいうものとする｡

15－11－２ 材料

プレキャストカルバート工の施工に使用する材料は, 設計図書によるものと

するが記載なき場合, 道路土工－カルバート工指針４－４　使用材料、

４－５　許容応力度の規定による。

　これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。

36

第11節　カル
バート工

諸基準との整合のため変更

諸基準との整合のため変更

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

452 第４編　第15章

道路維持 15－20－２ 材料

１. 請負者は, 樹木・芝生管理工の施工に使用する肥料, 薬剤については, 施

工前に監督員に品質証明書を提出し, 確認を受けなければならない｡

　なお, 薬剤については農薬取締法(平成19年3月改正 法律第8号) に基づく

ものでなければならない｡

458 第４編　第16章

道路修繕

464 第４編　第16章

道路修繕 ２. 標識工に使用する錆止めペイントは, JIS K 5621 (一般用錆止めペイン

ト) からJIS K 5674（鉛・クロムフリーさび止めペイント） に適合
第８節　標識工 するものを用いるものとする｡

37

第20節　植栽維
持工

第２節　適用す
べき諸基準

適用すべき諸基準との整合のため変更

適用すべき諸基準との整合のため変更

適用すべき諸基準との整合のため変更

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅰ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

467 第４編　第16章

道路修繕 第14節　カルバート工

16－14－１ 一般事項

１. 本節は, カルバート工として作業土工, 場所打函渠工, プレキャストカル

バート工, 防水工その他これらに類する工種について定めるものとする｡

２. カルバートの施工については, 道路土工－カルバート工指針７－１基本

方針および道路土工要綱　２－６ 構造の排水施設の設計、２－７　排水

施設の施工の規定による。

　これにより難い場合は、監督員の承諾を得なければならない。

468 第４編　第16章

道路修繕 第15節　法面工

16－15－１ 一般事項
第15節　法面工 １. 本節は, 法面工として植生工, 法面吹付工, 法枠工, 法面施肥工, アンカー

工, かご工その他これらに類する工種について定めるものとする｡

２. 法面の施工にあたって, 道路土工―切土工・斜面安定工指針のり面工編、

斜面安定工編、道路土工―盛土工指針　５－６　盛土のり面の施工、

のり枠工の設計・施工指針第５章施工, グラウンドアンカー設計・施工

基準, 同解説第７章施工の規定によるものとする｡これ以外の施工方法によ

る場合は, 施工前に設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない｡

38

第14節　カル
バート工

適用すべき諸基準との整合のため変更

適用すべき諸基準との整合のため変更

平成23年10月1日改正



頁 項目
3

(1) 工程管理 

    受注者は、工事内容に応じて適切な工程管理(ネットワーク、バーチャート

     方式など)を行うものとする。但し、応急処理又は維持工事等の当初工事計画

   計画が困難な工事内容については、省略できるものとする。   

4

1

共通仕様書　土木工事編Ⅱ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

土木工事施工管
理基準

土木工事施工管
理基準

工事内容に応じた工程管理をするため記載内容修正

書類簡素化による見直し

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅱ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

32

105

2

土木工事施工管
理基準及び規格
値

土木工事施工管
理基準及び規格
値

道路改良との整合のため変更

摘要に補足説明を追記

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅱ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

152

155

3

土木工事施工管
理基準及び規格
値

土木工事施工管
理基準及び規格
値

河川土工との整合のため変更

摘要に補足説明を追記

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅱ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

245

247

4

土木工事施工管
理基準及び規格
値

土木工事施工管
理基準及び規格
値

品質証明書等の適用時期について追記

品質証明書等の適用時期について追記

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅱ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

297

5

土木工事施工管
理基準及び規格
値

品質証明書等の適用時期について追記

諸基準との整合のため変更

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅱ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

303

6

土木工事施工管
理基準及び規格
値

品質証明書等の適用時期について追記

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅱ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

342

削除

7

土木工事施工管
理基準及び規格
値

適用すべき諸基準との整合のため削除

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅱ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

343

削除

8

土木工事施工管
理基準及び規格
値

適用すべき諸基準との整合のため削除

平成23年10月1日改正



頁 項目
355 写真管理基準

(留意事項等) (留意事項等)

11. 別紙撮影箇所一覧表の適用について, 次の事項を留意するものとする｡ 11. 別紙撮影箇所一覧表の適用について, 次の事項を留意するものとする｡

(1) 撮影項目, 撮影頻度等が工事内容により不適切な場合は監督員の指示によ (1) 撮影項目, 撮影頻度等が工事内容に合致しない場合は監督員の指示によ

　り追加, 削減するものとする｡ り追加, 削減するものとする｡

(2) 施工状況等の写真については, ビデオ等の活用ができるものとする｡ (2) 施工状況等の写真については, ビデオ等の活用ができるものとする｡

(3) 不可視となる出来形部分については, 出来形寸法(上墨寸法含む) が確認 (3) 不可視となる出来形部分については, 出来形寸法(上墨寸法含む) が確認

　できるよう, 特に注意して撮影するものとする｡ できるよう, 特に注意して撮影するものとする｡

(4) 撮影箇所がわかりにくい場合には, 写真と同時に見取り図等をアルバムに (4) 撮影箇所がわかりにくい場合には, 写真と同時に見取り図等を工事写真帳に

　添付する｡ 添付する｡

356 写真管理基準

(6) 撮影箇所一覧表に記載のない工種については監督員の承諾を得て取り扱い (6) 撮影箇所一覧表に記載のない工種等については監督員と写真管理項目を

　を定めるものとする｡ 協議のうえ取扱いを定めるものとする｡

(その他) (その他)

12. 撮影箇所一覧表の用語の定義 12. 撮影箇所一覧表の用語の定義

(1) 代表箇所とは, 当該工種の代表箇所を示すもので, 監督員の承諾した箇所 (1) 代表箇所とは, 当該工種の代表箇所でその仕様が確認できる箇所をいう。

　をいう｡ (2) 適宜とは, 設計図書の仕様が写真により確認できる必要最小限の箇所

(2) 適宜提出とは, 監督員が指示した箇所を提出することをいう｡ や枚数のことをいう｡

9

共通仕様書　土木工事編Ⅱ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

表現の見直し等による記載内容修正

表現の見直し等による記載内容修正

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅱ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

358 写真管理基準

10

施工状況写真、使用材料の見直しによる記載内容変更

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅱ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

377 写真管理基準

378 写真管理基準

388 写真管理基準

－

11

参照番号の訂正

写真撮影頻度の見直しによる記載内容変更

河川土工との整合のため追記

平成23年10月1日改正



頁 項目

共通仕様書　土木工事編Ⅱ・改正対比表
改　正　前 改　正　後

388 写真管理基準

394 写真管理基準

12

橋梁耐震補強工事のアンカーについて項目追記

工種に補足を追記、アンカーについても追記

平成23年10月1日改正


